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第１章 総則 

第 1 条［名称］ 
本会の名称をＧＦＧ（がまかつファングループ）と称する。 

 
第２条［目的］ 
「かまかつ」愛好者で、釣りを愛し楽しむ者が連係と連帯感を持った格式と品位のある

集いを目的とする。 
 
第３条 [本部・事務局] 
ＧＦＧの本部及び事務局は、株式会社がまかつ(兵庫県西脇市郷瀬町 417 番地)に置く 

 
第４条 [事業] 
本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．株式会社がまかつの催す行事に協力する。 
２．他の団体､関係機関と友好を結ぶ。 
３．グループ相互の親睦を図る。 
 
第５条 [安全] 
１．ＧＦＧ及び株式会社がまかつが行う全ての釣り大会やイベントでの事故については一

切責任を持たないので各自で注意すること。 
２．フローティングベスト、スパイクシューズなどは必ず着用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第２章 会員 

第１条［会員の資格］ 
（１）｢がまかつ製品｣愛好者で、釣り人として模範的な人物であること。 
（２）株式会社がまかつ及びＧＦＧの催す行事に積極的に参加、協力できること。 
（３）がまかつ製品販売契約店とコミュニケーションが取れること。 
（４）会員相互と株式会社がまかつとの親睦を図れること。 
（５）年齢が満 18 歳以上のこと。（但し高校生は除く） 
（６）競合する他社に勤務、或いはこれらに関連する仕事、モニター、宣伝等に関与して

ないこと。 
（７）前項に該当し、ＧＦＧの趣旨を理解と賛同し、積極的に協力する姿勢のあること。 
 
第２条 [入会] 
第２章．第１条の（１）～（７）の各号に該当する有資格者のうち、下記に定める所定

の手続きを済ませ、株式会社がまかつの承認のあった場合に入会できる。 
（１）所定の用紙に記入し、がまかつ販売契約店より株式会社がまかつへ提出する。 
（２）株式会社がまかつより各地区本部へ入会申し込みの連絡を行う。 
（３）各地区本部の入会選考委員会にてこれを審議承認の後、地区本部長押印の上ＧＦＧ

本部に申請すること。 
（４）ＧＦＧ本部の入会選考委員会はこれを審議した後、株式会社がまかつへ入会申し込

み承認の連絡を行う。 
（５）株式会社がまかつは入会申し込み者本人に承認通知と会費納入書類を送付する。 
（６）申込み者の会費納入完了をもって入会とする。 
 
第３条［組織］ 
（１）地区本部を東北、関東、東海、上信越、中部、北陸、関西、四国､中国、九州、沖縄

の 11 ブロックに置く。但しＧＦＧ本部が必要と認めた場合はブロックを再編成する

ことができる。 
（２）各地区本部は原則として支部組織を編成運営できる。また地区本部にその運営を委

ねることができる。 
（３）各地区本部は役員名簿を毎年 3 月末日までに本部へ提出する。 

 
 
 
 

 



第３章 役員 

第１条［本部役員］ 
（１） 本会の本部役員は次の通りとする。 

名誉会長     1 名 
顧問相談役    若干名 
会長       １名 
副会長      １名 
事務局長     １名 
幹事長      １名 

    監査       １名（監査は株式会社がまかつより選出する） 
（２） 本部役員の選出及び任期 

１．役員の選出にあたっては選考委員会を株式会社がまかつが委嘱する。 
２．委嘱を受けた選考委員は選考委員会を開き選出にあたる。 
３．役員の任期は２年とする。 

（３） 役員の任務 
１．会長は本会を代表し、会務を統括する。 
２．副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。 
３．事務局長は事務及び会計業務を遂行する。 
４．幹事長は事業（大会等）を円滑に推進できるように努める。 
５．監査は事業及び会計が適切に遂行できているかを監査する。 

（４） 会議 
１．本部役員会は毎年 9 月頃に行う。 
２．本部と株式会社がまかつとで協議を 10 月頃に行う。 
３．その他の必要に応じて会議する。 

（５） 事業内容 
１．株式会社がまかつ主催Ｇ杯への協力 
２．ＧＦＧ杯の開催 
３．各地区本部の統括 
４．ＧＦＧ便りの発行 
５．株式会社がまかつ主催のイベントへの協力 

    ６．地区本部長会議の開催 
 
 
 
 



第２条［地区本部役員］ 
（１） 地区本部役員は原則として次の通りとする。 

顧問相談役    若干名 
本部長      １名 
副本部長     １名 
外水面部長    １名（兼任可） 
内水面部長    １名（兼任可） 
青年部部長    １名 
事務局      １名（兼任可） 
会計       １名（兼任可） 
会計監査     １名（兼任可） 

（２） 地区本部役員の選出及び任期 
       １．地区本部長は GFG 本部が任命する。 

２．地区本部の各役員は本部の承認を得て、地区本部長が指名することができる。 
    ３．役員の任期は２年間とする。 
    ４．地区本部は本部の承認を得て各県支部を作ることができる。 
（３） 地区本部役員の任務 

１．地区本部長は地区を代表し、職務を統括する。 
２．副地区本部長は本部長を補佐し、本部長不在の時は、その職務を代行する。 
３．外水面部長は外水面に係わる統括管理を行う。 
４．内水面部長は内水面に係わる統括管理を行う。 
５．青年部長は青年部に係わる統括管理を行う。 
６．事務局は事務総括を行う。 
７．会計は出納管理を行う。 
８．会計監査は会計が適切に遂行できているかを監査する。 
９．地区本部は各県支部の統括管理を行う。 

（４） 地区本部事業 
    １．運営は各地区本部毎の活動を主体として、本部はこれを統括する。 
    ２．地区本部毎に親睦釣り大会を年間 3 回（異魚種）以上開催する。 
    ３．各地区本部は事業計画（行事、大会等の年間スケジュール、予算案）を 3 月 

末日までに本部まで提出し、承認を得る。 
    ４．各地区本部は各事業の終了後、速やかに本部に報告しなければならない。 
    ５．会計報告を 2 月末日までに本部に提出する。 
    ６．運営にあたっては、常にグループ相互の親睦と心のふれあいを大切に 

相互理解を深めることに努める。 

 



第４章 会費 

第１条［会費］ 
（１） 会費として、年４０００円を会員より徴収する。 
（２） 会期は毎年 1 月 1 日から１２月３１日までとする。 
（３） 会費の納入方法 

１．コンビニエンスストアでの支払期限は毎年１２月末日までとする。 
２．金融機関からの自動引き落とし期限は１２月１５日とし、休日の場合 

翌営業日とする。 
＊ 退会については本章第３条において詳細に記す。 

 
第２条［助成金］ 
（１） 株式会社がまかつは全国 GFG に助成金を支払う。 

1．これを全国 11 地区本部に分配する。 
 
第３条［退会］ 
（１） 本会の趣旨に賛同できなくなった際の退会は自由。 
（２） 各項１．～４．に該当した場合は、退会とする。 

１．推薦者を経て各地区本部長に退会の届け出を行った場合。 
２．グループの名誉を傷つけ、会の趣旨に反した行為のあった場合は、 

役員会にはかり退会とする。 
３．期限までに継続会費が未納の場合は退会とみなす。 
４．会費自動引き落としの会員において退会を希望する場合、会期中の 

１１月末日までに各地区本部又は本部事務局まで連絡すること。 
（３） 原則として一度納入された会費は返却しない。 
 
第４条［付則］ 
（１） 会則に定めていない細部については、必要に応じ本部役員会にはかり 

取り決めを行う。 
（２） ＧＦＧ会報（ＧＦＧだより）を原則として年１２回発行します。 

各地区本部は毎月末までに、当月の活動状況等を取り纏め、原稿を本部事務局へ 
送付してください。 

（３） ＧＦＧだよりは、地区の大会案内を掲示するなどして活用できる。 
（４） この会則は平成２０年４月１日より実施とする。 
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